
 

高収益 

高稼働と流失・乗員不足も続く 

上期決算は、1,199 億円 

3 月期予測 上方修正し 2,040（+320） 
 

乗員流失が止まらない！ 

自縄自縛の日本航空 経営陣は問題解決へ向けて誠実な労使交渉を 

 

JAL は、「止むを得ず（解雇通知書）」整理解雇したとする2010年度

決算以降、未曾有の高収益を6年連続で上げる事になるでしょう。 

10月30日に上期決算を発表しましたが、整理解雇後の6年目・2016年3

月期(2015年度決算) も高収益の予測を発表しました。 

2010 年度1,884 億円 

2011 年度2,049 億円 

2012 年度1,952 億円 

2013 年度1,667 億円 

2014 年度1,796 億円  

そして6年目の予測は、  

2015 年度1,720 億円から2,040億円へ上方修正 

 

一方、健全な航空運送事業に赤信号 

 

日航 からの乗員流出は、2015年度も止まる気配もなく続いており整

理解雇以来180名を超えています。更に日本航空は乗員の高稼働が続き、
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事業計画維持さえ赤信号という状況です。 

他社への転職についての決断理由は人それぞれでしょうが、概ね共通

して語られるのは「自分達は会社から大事にされていない。さらに年

収も乗務手当保障も休日もDH(便乗)・通勤もJALよりずっと良い国内・

外国航空会社が、経験の有る乗員を求めている」との報告が有ります。 

 

日航経営は、6月末に運航本部内通達「現場とのコミュニケーション

を密に、乗員計画を策定、JAL で働き続けたいと思えるような職場を

目指し、あらゆる施策に取り組む所存」を出しましたが、引き続き乗

員流失が後を絶ちません。 

 

 上期の高収益1,199億円、2015年度(2016年3月期)の予測は6年連続高

収益で史上最高の2011年度3月期営業利益2,046億円を超える勢いです。 

 事業計画の拡大だけが必ずしも航空経営にとって健全な経営とは言

えませんが、旺盛な需要が有るにも係わらず事業計画を伸ばす事ができ

ない事実は、JAL経営の責任と言わざるを得ません。 

 それも「止むを得ず」との理由で強行した整理解雇によって、無理や

り人員を削減した結果です。一方、乗員が不足するからと言って60歳以

上の特別運航乗務員制度を再開しました。そして組合要求の「乗員へ戻

せ」にも中々応えようとしなかった地上職に職変させていた訓練生及び

航空機関士を乗員訓練に投入しましたが、乗員不足の解消には到底十分

では有りません。それどころか引き続く乗員の流失で乗員不足の為に、

経営は地上業務や安全教育を削減する始末です。 

 

何故乗員が流失するのでしょうか？ 

 

運航の最前線で安全を守る乗員が、「経営から大事にされていない」

との想いを抱えて乗務している状況では、質の高い運航を提供し、安全

運航の確保という点からも決してJALにとってプラスにはならず、早急

に改善されるべきです。 

JALの乗員がそのような想いに囚われている原因には、高収益とは裏

腹に何年も高稼働乗務や遅々として改善が進まない賃金水準等の労働

条件だけでなく、日航 経営が「裁判は終わった」として整理解雇撤回



の話し合いを拒み、整理解雇者を晒首にして職場を脅している問題があ

ります。 

欧米の航空会社では、経験の高い乗員を真っ先に解雇する事も有りま

せんし、仮に止むを得ず仕事を失った若い乗員でも、不足すればすぐさ

ま呼び戻す事が確約されるのが常識です。 

日本航空の様な乱暴な解雇は基本的に有り得ません。 

整理解雇問題の解決は、安全で明るい職場を取り戻し、健全な航空運

送事業の確立、乗員流出を防止する観点でも有効に作用するはずです。 

 

職場の団結強化で日本航空経営に解決を迫ろう 

 

整理解雇問題の解決は最終的には労使の交渉によって成立するもの

です。勿論、労働委員会の調停や裁判所の判決など第三者機関による裁

定は、経営陣に解決へ向けた判断を促す上で大きな力となるものです。 

しかし、残念ながらそれだけでは解決に至らない事実、例えば1965

年の懲戒解雇事件では、裁判を始め第三者機関で連戦連勝しても日本航

空経営は解雇を撤回せず、遂にはニューデリー・モスクワの連続事故に

至りました。 

8年間の争議の中で職場からも利用者・国民そして国会からも経営が

糾弾されて、「経営が謝罪し、解雇撤回協定が結ばれた」例を始めとし、

日本航空経営では、これまで多くの争議でこの忌まわしく悲惨な歴史的

事実が繰り返されています。 

逆に言えば、裁判で正しく・望ましい成果が得られなくとも、利用者

国民を含めた社会の包囲網そして職場の団結と労使交渉によって問題

を解決する事は十分に可能です。 

何といっても、原告団も職場も力強く解決を求めています。 

6月18日に東京高裁でJALの不当労働行為が断罪された勝利判決やILO

の第三次勧告に向けての準備も始まろうとしています。 

今後重要なことは、JAL 経営に誠実な労使交渉を行わせ、問題解決に

向けた「経営の判断」を粘り強く追及する事にあります。 

 

 



2015 年度 

冬季カンパ支援 

取り組み参加 

宜しくお願い致します 

 

今後の日程 
＊宣伝行動・各地集会：私たちはあきらめない!!! 

         座り込み、デモ＆本社前抗議 

         原告団より冬季カンパの御願い 

   原告団 HP 日程参照 

 

＊東京地裁：11 月 11 日 

マタハラ裁判 第二回口頭弁論 

      527 号法廷 11:00～ 

 

＊JAL 整理解雇撤回を支援する 

全客室乗務員の会：フリーマーケット 

11 月 29 日 10 時～16 時 

品川インターシティ（品川駅港南口 2 分） 

 

・詳細は、枠内をクリックして御覧下さい。 

http://media.wix.com/ugd/f5dabe_2b8e0f4c6cac4117b442c4c007c78a27.pdf
http://jalgkd.wix.com/japan-airlines165#!2015kanpa/cvl0
http://jalgkd.wix.com/japan-airlines165
http://jfcob1.web.fc2.com/fu2015w.pdf

